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改
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二

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
四
号

大
分
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
も
の
又
は
」
を
「
も
の
、
」
に
改
め
、
「
が
収
納
す
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二

の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
（
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
納
付
を
委
託
し
た
も
の
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
二
中
「
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
（
以
下
「
指
定
納
付
受
託
者
」
と
い
う
。
）
」
を

削
る
。

第
三
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
県
税
」
を
「
県
税
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
県
税
」
を

「
県
税
等
（
施
行
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
税
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
県
税
」
を
「
県
税
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

金
銭
登
録
機
か
ら
出
力
さ
れ
る
帳
票

第
三
十
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
を
委
託
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
領
収
書
の
交
付
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
納
入
義
務
者
か

ら
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
一
条
第
二
項
第
十
二
号
中
「
負
担
金
等
で
事
前
に
支
払
を
要
す
る
も
の
」
を
「
経
費
」
に
改
め

る
。第

百
七
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
検
査
員
証
）

第
百
七
十
五
条
の
二

知
事
は
、
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
に
検
査
を

行
わ
せ
る
と
き
は
、
検
査
員
証
（
第
百
三
十
八
号
様
式
）
を
作
成
し
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
六
条
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
七
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
の
規
定
中
「
第
百
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
五
条
」
に

改
め
る
。

第
百
八
十
一
条
第
四
項
中
「
県
税
」
を
「
県
税
等
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
三
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
百
八
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
検
査
に
お
け
る
提
出
書
類
に
つ
い
て
は
、
委
託
契
約
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
百
八
十
四
条
中
「
第
百
七
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
五
条
の
二
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及

び
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
玉
来
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
を
削
る
。

別
表
第
四
の
大
分
県
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
を
「
総
務
課
長
」

に
改
め
、
同
表
の
玉
来
ダ
ム
建
設
事
務
所
の
項
を
削
る
。

別
表
第
五
の
二
の
部
の
十
の
項
中
「
請
求
の
あ
っ
た
と
き
」
の
下
に
「
（
支
払
調
書
等
に
よ
り
支
出
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
支
出
を
決
定
す
る
と
き
）
」
を
、
「
請
求
書
」
の
下
に
「
又
は
支
払
調
書
」
を
加
え
、
同

「

「

部
の
十
八
の
項
中

要

を

要

一
件
の
金
額
が
百
万
円
以
上
の
も
の

に
改
め
る
。

」

」

第
百
三
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令

和

五

年

号

外

三
四

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )
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第
１３８号

様
式
（
第
１７５条

の
２
関
係
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
用
品
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
五
号

大
分
県
用
品
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
用
品
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
大
分
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
二
中「

３
万
円
」

を「
１０万

円
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
六
号

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
衛
生
関
係
事
務
の
部
中
「
県
立
病
院
及
び
保
健
所
」
を
「
県
立
病
院
、
保
健
所
及
び
食
肉
衛
生
検

査
所
」
に
改
め
、
「
（
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
出
証
明
書
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
の
と
畜
関
係

事
務
の
部
を
削
り
、
同
表
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
関
係
事
務
の
部
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造

成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
改
め
、
同
表
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
部
の
特
殊
建
築
物
等
敷
地
許
可

申
請
手
数
料
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料

別
表
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
部
の
建
築
物
の
高
さ
の
許
可
申
請
手
数
料
の
項
中
「
高
さ
の
」
の
下
に

「
特
例
許
可
又
は
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
」
を
加
え
、
同
部
の
高
架
の
工
作
物
内
に
設
け

る
建
築
物
の
高
さ
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



特
定
自
動
運
行
関
係

事
務

特
定
自
動
運
行
許
可
申
請
手
数
料

特
定
自
動
運
行
計
画
変
更
許
可
申
請
手
数
料

る
。高

度
地
区
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
特
例
許

可
申
請
手
数
料

別
表
の
建
築
基
準
法
関
係
事
務
の
部
中
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
建
築
認
定
」
を
「
建

築
物
の
認
定
」
に
、
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
特
例
」
を
「
建
築
物
の
特
例
」
に
、
「
一

敷
地
内
許
可
建
築
物
以
外
の
建
築
物
の
建
築
許
可
」
を
「
建
築
物
の
許
可
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
関
係
事

務
の
部
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
同
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
大
分
県
条
例
第
四
号
）
附

則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
別
表
第
三
の
宅
地
造

成
等
規
制
法
関
係
事
務
の
部
の
規
定
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
の
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別

表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三


